
（別記様式第２号）

（群馬県桐生市）

令和７年度

桐生農業振興地域整備計画の変更理由書

　　　１．農業振興地域整備計画の変更を行う理由

　桐生市では、経済情勢の変動その他情勢の推移等により法第１３条第１項に基づき、また、法
第１０条第３項に非該当な農用地の整備計画を変更する必要が生じたので、今回やむを得ず整備
計画の変更を行う。



第１　農用地利用計画の変更

　１　農用地利用計画を次のとおり変更する。 （単位：ha）

変更前の

面積

変更後

の面積

農用地区

域から除

外する面

積

農用地区

域に含め

る面積

増減

赤城山 A-1 99.13 98.06 1.07 0.00 △ 1.07

板　橋 A-2 129.04 128.89 0.15 0.00 △ 0.15

関 A-3 44.42 44.42 0.00 0.00 0.00

高　泉 A-4 28.16 28.16 0.00 0.00 0.00

大久保 A-5 59.33 59.33 0.00 0.00 0.00

奥　沢 A-6 53.23 52.91 0.32 0.00 △ 0.32

鶴ヶ谷 A-7 60.33 60.33 0.00 0.00 0.00

山　上 A-8 219.57 219.57 0.00 0.00 0.00

小　林 A-9 51.09 51.09 0.00 0.00 0.00

武　井 A-10 69.58 69.58 0.00 0.00 0.00

野 A-11 37.13 37.13 0.00 0.00 0.00

新　川 A-12 231.90 231.90 0.00 0.00 0.00

水　沼 B-1 44.15 44.15 0.00 0.00 0.00

下田沢 B-2 120.06 120.06 0.00 0.00 0.00

宿　廻 B-3 38.67 38.67 0.00 0.00 0.00

上田沢 B-4 8.30 8.27 0.03 0.00 △ 0.03

八木原 B-5 7.16 7.16 0.00 0.00 0.00

合　　計 1301.25 1299.68 1.57 0.00 △ 1.57

注：小数点以下第２位まで表示する。

　　なお、「増減」欄が減少の場合は、数値の左に△で表示する。

地　区　区　域

変　更　内　容

備　考



２　農用地区域の概要

　（変更前）
　　　農業振興地域内において、農用地等１３０１．２５haについて農用地区域を設定し、
　　うち１２４０．６１haを農地、０．０５haを採草放牧地、６０．５９haを農業用施設と
　　してそれぞれ用途を指定する。

　（変更後）
　　　農業振興地域内において、農用地等１２９９．６８haについて農用地区域を設定し、
　　うち１２３９．０４haを農地、０．０５haを採草放牧地、６０．５９haを農業用施設と
　　してそれぞれ用途を指定する。



（付表１）

（単位：ha）

採 混 農業 混牧林

項　目 農用地 農　地 草 牧 用施 地以外 その他 合　計

放 林 設用 の山林

田 畑 樹園地 牧 地 地　 原野　

地

行　政

1,990.10 1,990.05 531.40 800.05 658.60 0.05 60.59 19,914.83 5,479.48 27,445.00

区　域

農　振

1,389.69 1,389.64 371.37 359.67 658.60 0.05 60.59 2,233.00 1,364.36 5,047.64

地　域

注：小数点以下第２位まで表示する。



（付表２）

（単位：ha）

採 混 農業 混牧林

農用地 農　地 草 牧 用施 地以外 その他 合　計

放 林 設用 の山林

田 畑 樹園地 牧 地 地　 原野　

地

変更

農 現 前 1201.06 1201.01 341.34 290.10 569.57 0.05 60.59 0.00 39.60 1301.25

用

況 変更

地 後 1199.49 1199.44 341.34 288.53 569.57 0.05 60.59 0.00 39.60 1299.68

利

用 変更

用 途 前 1240.61 0.05 60.59 ― ― 1301.25

区

計 分

変更

画 後 1239.04 0.05 60.59 ― ― 1299.68

設

86.4 86.4 91.9 80.7 86.5 100.0 100.0 ― ― 25.8

定

率

86.3 86.3 91.9 80.2 86.5 100.0 100.0 ― ― 25.7

注１：小数点以下第２位まで表示する。

注２：「混牧林地」の面積は、農用地利用計画で混牧林地を農用地区域に設定している嬬恋村及び

　　甘楽町のみ記入する。

注３：現況欄は、確保すべき農用地等の面積の目標の達成状況に関する調査の表４の農用地区域面積

　　と一致させること。

注４：用途区分欄は、市町村農業振興地域整備計画における農用地区域の設定方針に基づく農用地区

　　域の面積を記入する。

注５：現況及び用途区分の合計面積は一致させること。

注６：設定率は、（農用地利用計画（現況））÷（農振地域）とし、小数点以下第１位まで表示する。
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変更前

（%）

　桐生市では、経済情勢の変動その他情勢の推移等により法第１３条第１項に基づき、また、法第１０条第３項に非該当な農用地の整備計画を変更する必要が生じたので、今回やむを得ず整備計画の変更を行う。

変更後

項　　目


